
仕 様 書 
 

                                    伏木海上保安部 
１ 概  要 
   本仕様書は、伏木海上保安部が調達する「軽油（免税）買入（伏木富山港ミニローリー）」に

ついて、その仕様を定めるものである。 
 
２ 契約件名 

 軽油（免税）買入（伏木富山港ミニローリー） 
 
３ 品目、規格及び予定数量等 

品 目 規 格 単 位 予定数量 備考 
軽油（免税）  ﾘｯﾄﾙ ２２，１００  

   ※燃料規格は、JIS K2204（軽油）に規定する品質による。 
 
４ 納入期限 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日  
 
５ 納入場所 

伏木富山港停泊中の海上保安庁所属船舶 
 
６ 搭載方法 
   ミニローリー 
 
７ 仕  様 
（１）予定数量は、予定を示したものであり、増減が生じても異議の申し立てをしてはならない。 
（２）契約者（以下「乙」とする）は、伏木海上保安部管理課担当官（以下「担当官」という）か

ら燃料油の数量、納入日時、場所及び船舶を指定し発注があったときはこれに応じて納入する

こと。 
なお、海難・災害等のやむを得ない場合を除き、ＰＳ型巡視船、巡視艇、搭載艇については

深夜（２２：００～０５：００の間）の納入は指定しない。 
（３）発注は原則として平日の日中（８：３０～１７：００）に行うものとする。 

なお、納入日時が夜間又は休祝日である場合は、可能な限り〔直前の平日正午〕までに発注を

行うものとする。 
（４）夜間（１７：００～０８：３０の間）及び休祝日の積込みについては、積込割増料金を別に

請求することができる。この場合、割増料金は発注者及び受注者が協議して定めるものとす

る。休祝日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定

する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日（上記に掲げる日を除く。）とする。 
（５）搭載時は、関係法令等を遵守するとともに、法令により所轄消防署への申請手続きが必要と

なる場合は、乙は当手続きを行うこととし、当該費用は第九管区海上保安本部が負担すること



とする。 
（６）第九管区海上保安本部長が検査を命じた職員（以下、検査職員という）から燃料油類の試験

性状成績書及び出荷証明書等の検査に必要な書類の提出を求められた場合は、速やかに応じる

こと。 
（７）船員労働安全衛生規則に基づき、請負者は燃料搭載時に安全データシート（ＳＤＳ）を納入

先船艇に交付すること。 
（８）１回の搭載量は、原則１，０００Ｌ未満とする。 
 

８ 検  査 

   納入の完了は、第九管区海上保安本部長が検査を命じた職員の検査合格をもって完了とする。 

 

９ その他 

（１）本契約は、単価契約とする。(入札等は予定合価で見積もること。) 

（２）契約者は、１ヵ月分の納入代金をとりまとめて第九管区海上保安本部総務部長に請求するも

のとする。 
（３）本契約の支払いは、適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

（４）仕様内容に疑義が生じた場合は、担当官と協議のうえ、その指示に従うこと。 

（５）契約に関する一般的事項については、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得書」による

ものとする。 

（６）本契約は、令和８年度予算の成立を条件とし、契約の通知は予算成立日以降に通知すること

とする。（暫定予算含む） 

 


